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島根県市町村職員共済組合定款の一部変更 

 

 

 

 

 

島根県市町村職員共済組合定款（昭和３７年定款第１号）の一部を次のよう

に変更する。 

第４０条第１項の表中「１，０００分の５２．５６」を「１，０００分の５

５．５４」に、「１，０００分の８．４」を「１，０００分の７．９５」に、

「１，０００分の２．５９」を「１，０００分の２．５２」に改める。 

第４０条の２中「１，０００分の１０５．１２」を「１，０００分の１１

１．０８」に、「１，０００分の１６．８」を「１，０００分の１５．９」に

改める。 

第４２条中「令和６年度」を「令和７年度」に、「１，７００円」を「１，

７７５円」に改める。 

附 則 

１ この変更は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 変更後の第４０条第１項及び第４０条の２の規定は、令和７年４月分以後 

の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年３月分以前の掛 

金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 
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